
 
 

１．件名：高浜発電所１号機 非常用ディーゼル発電機の点検結果について 

２．日時：令和元年１１月７日(木) １４時３０分～１５時１５分 

３．場所：原子力規制庁 ２階会議室 

４．出席者： 

原子力規制庁 

 原子力規制部検査グループ実用炉監視部門  

吉野企画調査官、平田上席監視指導官、小野上級原子炉解析専門官、久光

上級原子炉解析専門官、片岸主任原子力専門検査官、比企主任監視指導官 

 

関西電力株式会社（以下「関西電力」という。） 

原子力事業本部 原子力発電部門 

保修管理グループ マネージャ 他１名 

 原子力エネルギー協議会 副部長 

５． 要旨 

（１）関西電力より、平成３０年８月３０日に発生した東京電力ホールディン

グス(株) 柏崎刈羽原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機（以下

「Ｄ／Ｇという。」）（Ｂ）の異常に係る水平展開の対応として実施した、

高浜発電所１号機のＤ／Ｇ（Ａ）過給機点検結果について提出資料に基づ

き説明があった。関西電力からの主な説明は以下のとおり。 

〇目視点検にてタービンブレード孔に異常な拡大がないこと及び触診等で

レーシングワイヤのガタツキ有無を確認し、異常のないことを確認した。 

〇レーシングワイヤ孔位置の寸法計測（３次元計測）を実施し、全て設計公

差範囲内であることを確認した。 

〇今後は「非常用ディーゼル発電機過給機分解点検の点検計画」に基づき他

のＤ／Ｇについても点検を実施する。点検方法については、今回の点検結

果を踏まえ目視点検を基本とする。 

（２）原子力規制庁より、他のＤ／Ｇについても、点検の進捗を踏まえ引き続き

適切な時期に報告を行うよう伝え、関西電力より了解した旨の回答があ

った。 

 

６．資料 

・非常用ディーゼル発電機過給機の点検結果の報告について 

 

以上 


